
■資料⑥ 農林水産消費安全技術センターとＪＡＳ制定の流れ 
 
Food and Agricultural Materials Inspection Center で略称 FAMIC(ファミック)。 
食品や生産資材を検査・分析し、食の安全に関する情報を提供する農林水産省所管の独立行
政法人。 
一般消費者の利益保護のために以下のような業務を行っている。(1)肥料の安全性の確保。
(2)農薬の登録検査。(3)農薬の安全性の監視。(4)飼料等の安全性の確保。(5)食品表示の監
視。(6)登録認定機関等に対する調査。(7)ＪＡＳ規格の見直しにかかわる調査分析。 
資本金は 101 億 1 千万円、令和２年１月時点での職員数は 631 人。 
 

 


